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(57)【要約】
【課題】建設機械の作業機構の各稼動部に設置した傾斜
センサの取付角度を高精度且つ容易に較正する。
【解決手段】上部旋回体１１に対するブーム１３の回転
軸上にある点Ｐ０、前記ブームに対するアーム１４の回
転軸上にある点Ｐ１、前記アームに対する第１バケット
リンク１６ａの回転軸上にある点Ｐ２、及び第１バケッ
トリンク１６ａに対する第２バケットリンク１６ｂの回
転軸上にある点Ｐ３を外部計測装置３で計測する第１ス
テップと、少なくとも前記第１ステップで計測された点
Ｐ０，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３の三次元位置を基に、前記ブー
ム、前記アーム及び前記バケットの傾斜角度θｂｍ，θ

ａｍ，θｂｋを演算する第２ステップと、前記第２ステ
ップで演算された前記傾斜角度、及び傾斜センサ２１～
２３で検出された傾斜角度θｓ１，θｓ２，θｓ３を基
に、取付角度θｍ１，θｍ２，θｍ３を演算する第３ス
テップとを備える。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体と、
　前記車体に回転可能に支持された第１稼動部と、
　前記第１稼動部に回転可能に支持された第２稼動部と、
　前記第２稼動部に回転可能に支持された第３稼動部と、
　前記第１稼動部に第１取付角度で取付けられ、前記第１稼動部の傾斜角度を検出する第
１角度検出部と、
　前記第２稼動部に第２取付角度で取付けられ、前記第１稼動部の傾斜角度を検出する第
２角度検出部と、
　前記第３稼動部に第３取付角度で取付けられ、前記第１稼動部の傾斜角度を検出する第
３角度検出部と、
　前記第１乃至第３取付角度、前記第１乃至第３角度検出部で各々検出された前記第１乃
至第３稼動部の傾斜角度、及び前記第１乃至第３稼動部の寸法情報を基に、前記第３稼動
部上の予め設定された位置を演算するように構成された演算装置とを有する建設機械の前
記第１乃至第３取付角度を較正する、建設機械の較正方法において、
　前記車体に対する前記第１稼動部の回転軸上にある第１計測点、前記第１稼動部に対す
る前記第２稼動部の回転軸上にある第２計測点、前記第２稼動部に対する前記第３稼動部
の回転軸上にある第３計測点、及び前記第３稼動部上にある第４計測点を外部計測装置で
計測する第１ステップと、
　少なくとも前記第１ステップで計測された前記第１乃至第４計測点を基に、前記第１乃
至第３稼動部の傾斜角度を前記演算装置によって演算する第２ステップと、
　前記第２ステップで演算された前記第１乃至第３稼動部の傾斜角度、及び前記第１乃至
第３角度検出部で検出された傾斜角度を基に、前記第１乃至第３取付角度を演算する第３
ステップと
　を備えたことを特徴とする建設機械の較正方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の建設機械の較正方法において、
　前記第３稼動部は、
　前記第２稼動部に回転可能に支持された本体部と、
　前記第２稼動部に一端が回転可能に支持された第１連結部と、
　前記第１連結部の他端に一端が回転可能に支持され、前記本体部に他端が回転可能に支
持された第２連結部とを有し、
　前記第３角度検出部は、前記本体部に取付けられ、
　前記第３計測点は、前記第２稼動部に対する前記第１連結部の回転軸上にあり、
　前記第４計測点は、前記第１連結部に対する前記第２連結部の回転軸上にあることを特
徴とする建設機械の較正方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の建設機械の較正方法において、
　前記第１乃至第４計測点は、前記第１稼動部の回動平面と平行な同一平面上に配置され
たことを特徴とする建設機械の較正方法。
【請求項４】
　車体と、
　前記車体に回転可能に支持された第１稼動部と、
　前記第１稼動部に回転可能に支持された第２稼動部と、
　前記第２稼動部に回転可能に支持された第３稼動部と、
　前記第１稼動部に第１取付角度で取付けられ、前記第１稼動部の傾斜角度を検出する第
１角度検出部と、
　前記第２稼動部に第２取付角度で取付けられ、前記第１稼動部の傾斜角度を検出する第
２角度検出部と、
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　前記第３稼動部に第３取付角度で取付けられ、前記第１稼動部の傾斜角度を検出する第
３角度検出部と、
　前記第１乃至第３取付角度、前記第１乃至第３角度検出部で各々検出された前記第１乃
至第３稼動部の傾斜角度、及び前記第１乃至第３稼動部の寸法情報を基に、前記第３稼動
部上の予め設定された位置を演算するように構成された演算装置とを有する建設機械にお
いて、
　前記車体に対する前記第１稼動部の回転軸上にある第１計測点、前記第１稼動部に対す
る前記第２稼動部の回転軸上にある第２計測点、前記第２稼動部に対する前記第３稼動部
の回転軸上にある第３計測点、及び前記第３稼動部上にある第４計測点のそれぞれに外部
計測装置で計測可能な第１乃至第４マーカを備え、
　前記演算装置は、少なくとも前記外部計測装置で計測された前記第１乃至第４計測点の
三次元位置を基に、前記第１乃至第３稼動部の傾斜角度を演算し、前記第１乃至第３稼動
部の傾斜角度、及び前記第１乃至第３角度検出部で検出された傾斜角度を基に、前記第１
乃至第３取付角度を演算するように構成されたことを特徴とする建設機械。
【請求項５】
　請求項４に記載の建設機械において、
　前記第３稼動部は、
　前記第２稼動部に回転可能に支持された本体部と、
　前記第２稼動部に一端が回転可能に支持された第１連結部と、
　前記第１連結部の他端に一端が回転可能に支持され、前記本体部に他端が回転可能に支
持された第２連結部とを有し、
　前記第３角度検出部は、前記本体部に取付けられ、
　前記第３計測点は、前記第２稼動部に対する前記第１連結部の回転軸上にあり、
　前記第４計測点は、前記第１連結部に対する前記第２連結部の回転軸上にあることを特
徴とする建設機械。
【請求項６】
　請求項５に記載の建設機械において、
　前記第１乃至第４マーカは、前記第１稼動部の回動平面と平行な同一平面上に設置され
たことを特徴とする建設機械。
【請求項７】
　請求項５に記載の建設機械において、
　前記車体と前記第１稼動部との第１回転対偶部、前記第１稼動部と前記第２稼動部との
第２回転対偶部、前記第２稼動部と前記第１連結部の第３回転対偶部、及び前記第１連結
部と前記第２連結部との第４回転対偶部は、それぞれの回転軸を中心とするテーパ穴を有
し、
　前記第１乃至第４マーカは、前記第１乃至第４回転対偶部の各テーパ穴に嵌合するよう
に形成された円すい部を有する治具を介して、前記第１乃至第４回転対偶部にそれぞれ取
付けられることを特徴とする建設機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の関節が連結された作業機構を有する建設機械のうち、特に作業機構の
位置姿勢を計測するセンサを設けた建設機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報化施工への対応に伴い、建設機械においてブーム、アーム、バケットなどの
作業機構の位置や姿勢をオペレータへ表示するマシンガイダンスや、目標施工面に沿って
動くよう制御するマシンコントロールの機能を有するものがある。代表的なものとしては
、油圧ショベルのバケット先端位置とバケット角度をモニタへ表示したり、バケット先端
が目標施工面に近づくと、それ以上進まないように動作に制限をかけたりするものがある
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。このような機能を実現するためには、作業機構の位置姿勢を計測することが必要であり
、計測精度が高いほど質の高い施工が実現できる。
【０００３】
　作業機構の位置姿勢を計測する技術の一例として、特許文献１には以下のように記載さ
れている。特許文献１の発明では、被計測体（例えばブーム）に複数の傾斜センサを任意
の位置に取付けるだけで、被計測体の重力方向に対する角度（傾斜角）を求めることがで
きる。被計測体の傾斜角が求められれば、被計測体の長さは、設計上既知であるから、そ
の先端（モニタポイント）の高さ等を演算によって容易に求めることもできる。
【０００４】
　特許文献１に記載の内容のように、ブーム、アーム、バケットなどの作業機構の各稼動
体に傾斜センサを取付けることで、各稼動体の重力方向に対する角度、つまり絶対角度が
わかり、各稼動体のリンク長（回転対偶部間距離）が既知であれば、絶対角度とリンク長
から作業機構先端の位置を求めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２８４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ただし、傾斜センサの出力から作業機構の各稼動部の絶対角度を求めるためには、各稼
動部に傾斜センサがどのように取付けられているかという情報が必要である。例えば、傾
斜センサが稼動部に対して相対的に30度ずれて取付けられていれば、稼動部の絶対角度が
0であったときに傾斜センサの出力は30度となる。つまり、傾斜センサの取付角度を予め
較正しておき、傾斜センサの出力から取付角度を減じなければ、稼動部の絶対角度は得ら
れない。また、作業機先端の位置計測を高精度（例えば±20mm以内）に行うためには、取
付角度の較正も高い精度（例えば±0.1°以内）で行うある必要がある。
【０００７】
　特許文献１では、この較正方法として、互いの位置関係が既知である複数の傾斜センサ
を用いて行う方法が書かれているが、一つの稼動部に複数の傾斜センサを取付けることは
コストが高くなり望ましくない。
【０００８】
　また、一般的には稼動部を基準姿勢（水平、あるいは垂直など）に調整して、絶対角度
を既知の状態とし、その時の傾斜センサの出力を取付角度として較正する方法が行われる
ことがある。しかし、上述のように高い精度で較正を行う必要があるため、稼動部を±0.
1°以内など精度良く基準姿勢に合わせなければならず、微操作の難しい建設機械などで
はこの基準姿勢合わせに多くの時間を要してしまう。
【０００９】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、作業機構の各稼動部
に設置した傾斜センサの取付角度を高精度且つ容易に較正することが可能な建設機械及び
建設機械の較正方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明は、車体と、前記車体に回転可能に支持された第１
稼動部と、前記第１稼動部に回転可能に支持された第２稼動部と、前記第２稼動部に回転
可能に支持された第３稼動部と、前記第１稼動部に第１取付角度で取付けられ、前記第１
稼動部の傾斜角度を検出する第１角度検出部と、前記第２稼動部に第２取付角度で取付け
られ、前記第１稼動部の傾斜角度を検出する第２角度検出部と、前記第３稼動部に第３取
付角度で取付けられ、前記第１稼動部の傾斜角度を検出する第３角度検出部と、前記第１
乃至第３取付角度、前記第１乃至第３角度検出部で各々検出された前記第１乃至第３稼動
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部の傾斜角度、及び前記第１乃至第３稼動部の寸法情報を基に、前記第３稼動部上の予め
設定された位置を演算するように構成された演算装置とを有する建設機械の前記第１乃至
第３取付角度を較正する、建設機械の較正方法において、前記車体に対する前記第１稼動
部の回転軸上にある第１計測点、前記第１稼動部に対する前記第２稼動部の回転軸上にあ
る第２計測点、前記第２稼動部に対する前記第３稼動部の回転軸上にある第３計測点、及
び前記第３稼動部上にある第４計測点を外部計測装置で計測する第１ステップと、少なく
とも前記第１ステップで計測された前記第１乃至第４計測点を基に、前記第１乃至第３稼
動部の傾斜角度を前記演算装置によって演算する第２ステップと、前記第２ステップで演
算された前記第１乃至第３稼動部の傾斜角度、及び前記第１乃至第３角度検出部で検出さ
れた傾斜角度を基に、前記第１乃至第３取付角度を演算する第３ステップとを備えたもの
とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、作業機構の各稼動部を基準姿勢に位置合わせせずとも、各稼動部の回転
対偶部位置を計測することで各稼動部の絶対角度を知ることができるため、各稼動部は任
意の姿勢でよく、較正に要する時間を大幅に短縮することができる。また、本較正方法で
は作業機構を動かす必要がないため、例えば工場内など狭い場所での較正が可能であり、
作業機構を動かすための作業員も省くことが可能となる。上記以外の課題、構成及び効果
は以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る油圧ショベルの側面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る油圧ショベルのブーム付近の側面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る油圧ショベルのアーム付近の側面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る油圧ショベルのバケット付近の側面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る油圧ショベルの較正方法を示す斜視図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る油圧ショベルの三面図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る油圧ショベルの模式的構成図である。
【図８】本本発明の第１又は第２の実施形態に係る油圧ショベルのバケット付近の側面図
である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る油圧ショベルの作業機構に取付けるマーカ及び治
具の断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る油圧ショベルの三面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面等を用いて、本発明の実施形態について説明する。以下の説明は本発明の内
容の具体例を示すものであり、本発明がこれらの説明に限定されるものではなく、本明細
書に開示される技術的思想の範囲内において当業者による様々な変更および修正が可能で
ある。また、本発明を説明するための全図において、同一の機能を有するものは、同一の
符号を付け、その繰り返しの説明は省略する場合がある。
【実施例１】
【００１４】
　本実施の形態では、建設機械として油圧ショベルを例に説明するが、本発明における建
設機械は油圧ショベルに限定するものではない。以下、図１から図６を用いて第１の実施
形態に係る油圧ショベル及び油圧ショベルの較正方法について説明する。
【００１５】
　図１は第１の実施の形態である油圧ショベルを示している。油圧ショベル１は、一般的
な油圧ショベルと同様に、上部旋回体１１、クローラを含む下部走行体１２、掘削などの
作業を行う作業機構を構成するブーム１３、アーム１４、バケット１５、アーム１４及び
バケット１５と共にリンク機構を構成する第１バケットリンク１６ａ及び第２バケットリ
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ンク１６ｂ、ブーム１３を駆動するブームシリンダ１７、アーム１４を駆動するアームシ
リンダ１８、バケット１５をバケットリンク１６ａ，１６ｂを含むリンク機構を介して駆
動するバケットシリンダ１９などから構成されている。
【００１６】
　上部旋回体１１は、下部走行体１２に回転可能に支持されており、旋回モータ（図示せ
ず）によって下部走行体１２に対して相対的に回転駆動される。ブーム１３は、一端が上
部旋回体１１に回転可能に支持されており、ブームシリンダ１７の伸縮に応じて上部旋回
体１１に対して相対的に回転駆動される。アーム１４は、一端がブーム１３の他端に回転
可能に支持されており、アームシリンダ１８の伸縮に応じてブーム１３に対して相対的に
回転駆動される。
【００１７】
　バケット１５は、アーム１４の他端に回転可能に支持されており、第１バケットリンク
１６ａは、一端がアーム１４に回転可能に支持されており、第２バケットリンク１６ｂは
、一端がバケット１５に回動可能に支持され、他端が第１バケットリンク１６ａの他端に
回動可能に支持されている。第１バケットリンク１６ａは、バケットシリンダ１９の伸縮
に応じてアーム１４に対して相対的に回転駆動される。バケット１５は、第１バケットリ
ンク１６ａと連動して駆動される第２バケットリンク１６ｂにより、アーム１４に対して
相対的に回転駆動される。このような構成である油圧ショベル１はブームシリンダ１７、
アームシリンダ１８、バケットシリンダ１９を適切な位置に駆動することにより、バケッ
ト１５を任意の位置、姿勢に駆動し、所望の作業を行うことができる。
【００１８】
　油圧ショベル１は、ブーム１３、アーム１４、バケットリンク１６ａにそれぞれブーム
傾斜センサ２１、アーム傾斜センサ２２、バケット傾斜センサ２３が設置されている。本
実施形態では、傾斜センサ２１～２３は２軸又は３軸の加速度を測定し、重力方向に対す
る傾斜角度を検出するものとして説明する。油圧ショベル１は上部旋回体１１に設置され
た車体傾斜センサ２４を持ち、車体の左右方向の傾斜角度θｒ（ロール角度）と前後方向
の傾斜角度θｐ（ピッチ角度）を検出可能な構成となっている。
【００１９】
　各傾斜センサ２１～２４の信号は、上部旋回体１１に設置された演算装置２５に送られ
、演算装置２５内でバケット先端位置Ｐ６やバケット角度θｂｋを演算する。演算された
バケット先端位置Ｐ６やバケット角度θｂｋは、運転席内のモニタ２６に表示することで
ガイダンス機能として運転者へ提供したり、作業機構の動作を制御するためのフィードバ
ック情報として用いられる。
【００２０】
　以下、各傾斜センサ信号からバケット先端位置Ｐ６とバケット角度θｂｋを演算する方
法について図１を用いて説明する。まず、演算に必要な各点Ｐ０～Ｐ５を定義する。
【００２１】
　点Ｐ０は、上部旋回体１１とブーム１３との回転対偶部の回転軸上にあり、上部旋回体
１１、ブーム１３又は両者の回転対偶部に挿入されたピン（図示せず）のいずれかの構造
物の右端とする。点Ｐ１は、ブーム１３とアーム１４との回転対偶部の回転軸上にあり、
ブーム１３、アーム１４又は両者の回転対偶部に挿入されたピン（図示せず）のいずれか
の構造物の右端とする。
【００２２】
　点Ｐ２は、アーム１４とバケットリンク１６ａとの回転対偶部の回転軸上にあり、アー
ム１４、バケットリンク１６ａ又は両者の回転対偶部に挿入されたピン（図示せず）のい
ずれかの構造物の右端とする。
【００２３】
　点Ｐ３は、バケットリンク１６ａとバケットシリンダ１９との回転対偶部の回転軸上に
あり、バケットリンク１６ａ、バケットシリンダ１９又は両者の回転対偶部に挿入された
ピン（図示せず）のいずれかの構造物の右端とする。
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【００２４】
　点Ｐ４は、アーム１４とバケット１５との回転対偶部の回転軸上にあり、アーム１４、
バケット１５又は両者の回転対偶部に挿入されたピン（図示せず）のいずれかの構造物の
右端とする。
【００２５】
　点Ｐ５は、バケット１５とバケットリンク１６ａとの間に挿入されるバケットリンク１
６ｂと、バケット１５との回転対偶部の回転軸上にあり、バケット１５、バケットリンク
１６ｂ又は両者の回転対偶部に挿入されたピン（図示せず）のいずれかの構造物の右端と
する。
【００２６】
　点Ｐ６は、バケット１５の先端且つバケット１５の右端とする。本実施形態では、バケ
ット先端位置Ｐ６は、点Ｐ０に原点をもち、上部旋回体１１の前方向にＸ軸（ＸＢ）、左
方向にＹ軸（ＹＢ）、上方向にＺ軸（ＺＢ）を持つ車体座標系ΣＢで表すものとする。
【００２７】
　点Ｐ１～Ｐ６をＸＢＺＢ平面に投影した点をＰ１’～Ｐ６’とし、線分Ｐ０Ｐ１’の長
さをＬｂｍ、線分Ｐ１’Ｐ４’の長さをＬａｍ、線分Ｐ４’Ｐ６’の長さをＬｂｋ、線分
Ｐ１’Ｐ２’の長さをＬｐ２、線分Ｐ２’Ｐ３’の長さをＬｂｋｌとし、線分Ｐ１’Ｐ４

’に対して線分Ｐ１’Ｐ２’の成す角度をリンクオフセット角度θｐ２とする。また、水
平面と上部旋回体１１とのＹＢ軸回りの角度を車体ピッチ角度θｐ（図示せず）、水平面
と線分Ｐ０Ｐ１’の成す角度をブーム角度θｂｍ、水平面と線分Ｐ１’Ｐ４’の成す角度
をアーム角度θａｍ、水平面と線分Ｐ２’Ｐ３’の成す角度をバケットリンク角度θｂｋ

ｌ、水平面と線分Ｐ４’Ｐ６’の成す角度をバケット角度θｂｋとすると、ＸＢＺＢ平面
に投影したバケット先端位置Ｐ６’は下記の式で表される。
【００２８】
【数１】

【００２９】
　ここで、Ｐ６’ｘ

Ｂ、Ｐ６’ｚ
Ｂはそれぞれ座標系ΣＢにおけるバケット先端位置Ｐ６

のＸＢ軸方向距離（ＸＢ座標）、ＺＢ軸方向距離（ＺＢ座標）を示す。車体ピッチ角度θ

ｐは車体傾斜センサ２４によって検出される。ブーム角度θｂｍはブーム傾斜センサ２１
、アーム角度θａｍはアーム傾斜センサ２２、バケット角度θｂｋはバケット傾斜センサ
２３によって得られるバケットリンク角度θｂｋｌとアーム角度θａｍから求めることが
できる。
【００３０】
　各傾斜センサ２１～２３からの各角度の求め方を図２～図４を用いて説明する。
【００３１】
　図２はブーム傾斜センサ２１の出力からブーム角度θｂｍを求める方法を模式的に示し
た図である。ブーム傾斜センサ２１は内部に少なくとも２軸の方向の加速度を検出する加
速度センサを持っており、ブーム傾斜センサ２１に固定され座標系ΣＢのＹ軸と平行なＹ
軸を持つ座標系をΣＳ１とすると、ΣＳ１のＸ軸（ＸＳ１）とＺ軸（ＺＳ１）の２軸方向
の加速度を検出できる。ブーム傾斜センサ２１のＸＳ１軸方向の加速度検出値をａｘ１、
ＺＳ１軸方向の加速度検出値をａｚ１とすると、ブーム傾斜センサ２１の水平方向に対す
る傾斜角度θｓ１は、
【数２】
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で求めることができる。ここで、ＸＳ１軸と線分Ｐ０Ｐ１’との成す角、つまりブーム１
３に対するブーム傾斜センサ２１の取付角度をθｍ１とすると、ブーム角度θｂｍは、
【数３】

で求めることができる。なお、本実施の形態では右側面から見て時計回りの回転を正方向
としている。
【００３２】
　図３はアーム傾斜センサ２２の出力からアーム角度θａｍを求める方法を模式的に示し
た図である。アーム傾斜センサ２２もブーム傾斜センサ２１と同様に内部に少なくとも２
軸の方向の加速度を検出する加速度センサを持っており、アーム傾斜センサ２２に固定さ
れ座標系ΣＢのＹ軸と平行なＹ軸を持つ座標系をΣＳ２とすると、ΣＳ２のＸ軸（ＸＳ２

）とＺ軸（ＺＳ２）の２軸方向の加速度を検出できる。アーム傾斜センサ２２のＸＳ２軸
方向の加速度検出値をａｘ２、ＺＳ２軸方向の加速度検出値をａｚ２とすると、アーム傾
斜センサ２２の水平方向に対する傾斜角度θｓ２は、

【数４】

で求めることができる。ここで、ＸＳ２軸と線分Ｐ１’Ｐ４’との成す角、つまりアーム
１４に対するアーム傾斜センサ２２の取付角度をθｍ２とすると、アーム角度θａｍは、

【数５】

で求めることができる。
【００３３】
　図４はバケット傾斜センサ２３の出力とアーム角度θａｍからバケット角度θｂｋを求
める方法を模式的に示した図である。バケット傾斜センサ２３もブーム傾斜センサ２１や
アーム傾斜センサ２２と同様に内部に少なくとも２軸の方向の加速度を検出する加速度セ
ンサを持っており、バケット傾斜センサ２３に固定され座標系ΣＢのＹ軸と平行なＹ軸を
持つ座標系をΣＳ３とすると、座標系ΣＳ３のＸ軸（ＸＳ３）とＺ軸（ＺＳ３）の２軸方
向の加速度を検出できる。バケット傾斜センサ２３のＸＳ３軸方向の加速度検出値をａｘ

３、ＺＳ３軸方向の加速度検出値をａｚ３とすると、バケット傾斜センサ２３の水平方向
に対する傾斜角度θｓ３は、
【数６】

で求めることができる。ここで、ＸＳ３軸と線分Ｐ２’Ｐ３’との成す角、つまりバケッ
トリンク１６ａに対するバケット傾斜センサ２３の取付角度をθｍ３とすると、バケット
リンク角度θｂｋｌは、
【数７】

で求めることができる。バケット角度θｂｋは、上述の通り求めたアーム角度θａｍとバ
ケットリンク角度θｂｋｌから求めることができ、その関数をｆとすると、
【数８】

で求めることができる。なお、関数ｆは、バケット１５を駆動するリンク機構の各寸法（
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びリンクオフセット角度θｐ２）に基づいて決定される。
【００３４】
　これまでの説明の通り、各傾斜センサの検出値からバケット先端位置Ｐ６やバケット角
度を演算することができ、これらの演算は、演算装置２５内で行われる。ただし、ブーム
傾斜センサ２１、アーム傾斜センサ２２、バケット傾斜センサ２３の取付角度θｍ１，θ

ｍ２，θｍ３と、作業機構の各部寸法Ｌｂｍ，Ｌａｍ，Ｌｂｋは事前に把握しておかなけ
ればならない。各部寸法は設計情報から参照することができるが、取付角度は実際の車体
毎に高精度に較正しなければならない。本発明は、この取付角度θｍ１，θｍ２，θｍ３

を高精度且つ容易に較正する方法を提供するものである。
【００３５】
　なお、本実施形態では、車体傾斜センサ２４は上部旋回体１１に対して取付角度がゼロ
となるように取付けられているとし、車体ピッチ角度θｐ及び車体ロール角度θｒは車体
傾斜センサ２４の検出値から直接得られるものとするが、車体傾斜センサに関しては、取
付角度がバケット先端位置Ｐ６の演算に影響するほどの大きさであれば、１８０°旋回し
た時のセンサの検出値から取付角度を較正するなどの広く世の中で用いられている方法を
活用すればよい。
【００３６】
　図５～図７を用いて、本実施形態における本発明の内容である油圧ショベルの傾斜セン
サ較正方法を説明する。
【００３７】
　図５は較正方法を示す油圧ショベル１と外部計測装置３の斜視図である。外部計測装置
３は例えばトータルステーションのような三次元空間上の任意の点の位置を計測可能なも
のである。外部計測装置３に固定の座標系をΣＡとし、座標系ΣＡのＺ軸（ＺＡ）が重力
方向に対して平行となるように外部計測装置３は設置される。つまり、座標系ΣＡのＸ軸
（ＸＡ）とＹ軸（ＹＡ）を含む平面は水平面と等しくなる。本発明の較正方法は、油圧シ
ョベル１の４つの点Ｐ０，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３の三次元位置を外部計測装置３により計測し
、得られた三次元位置から各傾斜センサ２１～２３の取付角度θｍ１，θｍ２，θｍ３を
求めるものである。
【００３８】
　図６は油圧ショベル１の右側面、上面、正面を示す三面図であり、図７は図６の油圧シ
ョベル１のリンク構造のみを模式的に示した三面図である。油圧ショベル１は、これらの
図に示す通りＸＢ軸回りにロール角度θｒ傾いているとする。この場合、ＸＡＹＡ平面と
ＹＢ軸との成す角がθｒとなる。また、点Ｐ０と点Ｐ１のＹＢ軸方向距離をＬｂｍｙ、点
Ｐ１と点Ｐ２のＹＢ軸方向距離をＬｐ２ｙ’、点Ｐ２と点Ｐ３のＹＢ軸方向距離をＬｂｋ

lｙとする。外部計測装置３によって計測される三次元位置は、座標系ΣＡでの三次元座
標となる。つまり、外部計測装置３によって計測される点Ｐ０の位置は、ＸＡ軸方向にＰ

０ｘ
Ａ、ＹＡ軸方向にＰ０ｙ

Ａ、ＺＡ軸方向にＰ０ｚ
Ａとなる。点Ｐ１～Ｐ６も同様であ

る。
【００３９】
　各傾斜センサの取付角度θｍ１，θｍ２，θｍ３は、ブーム角度θｂｍ、アーム角度θ

ａｍ、バケットリンク角度θｂｋｌ、及びその時の各傾斜センサ２１～２３の出力から得
られる傾斜角度θｓ１，θｓ２，θｓ３を基に、算出することができる。ブーム角度θｂ

ｍ、アーム角度θａｍ及びバケットリンク角度θｂｋｌは、外部計測装置３で計測された
各点Ｐ０，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３の三次元位置を基に、以下の式を用いて求めることができる
。
【００４０】
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【数９】

【００４１】
　この時の各傾斜センサ２１～２３の傾斜角度θｓ１，θｓ２，θｓ３を各傾斜センサ２
１～２３の検出値から求めることにより、以下の式で各センサの取付角度θｍ１，θｍ２

，θｍ３を求めることができる。
【００４２】

【数１０】

【００４３】
　上記によって各傾斜センサ２１～２３の取付角度θｍ１，θｍ２，θｍ３を得ることが
でき、このパラメータと傾斜センサ２１～２３の検出値θｓ１，θｓ２，θｓ３からこれ
までの説明の通りバケット先端位置Ｐ６’ｘ

Ｂ ，Ｐ６’ｚ
Ｂを求めることができる。

【００４４】
　以上の説明からわかる通り、本実施形態の油圧ショベルの傾斜センサ較正方法は、作業
機構の３つの稼動部（ブーム１３、アーム１４、バケットリンク１６ａ）の回転対偶部の
三次元位置を、外部計測装置３により計測する第１ステップと、第１ステップで得られた
回転対偶部の三次元位置、及び作業機構の各部の寸法情報を基に、各稼動部の傾斜角度を
演算する第２ステップと、各傾斜センサ２１～２３から得られた検出値θｓ１，θｓ２，
θｓ３、及び第２ステップで得られた各稼動部の傾斜角度θｂｍ，θａｍ，θｂｋｌを基
に、各傾斜センサ２１～２３の較正パラメータである取付角度θｍ１，θｍ２，θｍ３を
演算する第３ステップとから成る。
【００４５】
　具体的には、油圧ショベル１を任意の姿勢に静止させ、外部計測装置３によって４つの
点Ｐ１，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３の三次元位置を計測する。その後、モニタ２６を介して演算装
置２５へ較正パラメータ演算ステップの開始を指示し、計測によって得られた複数の三次
元位置をモニタ２６を介して演算装置２５へ入力する。或いは、外部計測装置３とモニタ
２６もしくは演算装置２５が、図示しない有線または無線通信装置により接続されており
、外部計測装置３の計測によって得られた複数の三次元位置が通信により演算装置２５へ
送られる。演算装置２５では、各傾斜センサ２０～２３の検出値から車体ロール角度θｒ

と各傾斜センサ２１～２３の傾斜角度θｓ１，θｓ２，θｓ３を取得し、入力された複数
の三次元位置と車体ロール角度θｒから作業機構の各稼動部の傾斜角度θｂｍ，θａｍ，
θｂｋｌを演算し、これらの演算結果と各傾斜センサ２１～２３の傾斜角度θｓ１，θｓ

２，θｓ３から各傾斜センサ２１～２３の取付角度θｍ１，θｍ２，θｍ３を演算し、較
正パラメータとして保存する。以降のバケット先端位置Ｐ６の演算には、保存された較正
パラメータを用いる。
【００４６】
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は、外部計測装置３により、油圧ショベル１の作業機構の各回転対偶部の中心をできるだ
け正確に計測する必要がある。一方、多くの油圧ショベル１では、外観からわかる回転対
偶部は正確に中心を示す何らかの目印等があるわけではない。そのため、本実施形態では
、図８に示す通り回転対偶部の中心を示す目印として、マーカ４を設けている。なお、図
８ではバケット１５付近のみ図示しているが、ブーム１３やアーム１４の回転対偶部に設
けるマーカに関しても同様である。
【００４７】
　トータルステーション等の外部計測装置３はレーザ光を目標位置に照射し、距離や角度
を計測する。このため、マーカ等の目印があれば、何もない場合に比べて精度良くレーザ
光を目的の場所に照射することができ、得られる三次元位置の計測結果の精度が向上する
。また、マーカ４の代わりにレーザ光を入射方向に反射するプリズム５（コーナーキュー
ブ）等を用いれば、レーザ光による計測の精度が向上する。このため、図９に示す通りプ
リズム５を治具６を用いて回転対偶部に取付けてもよい。図９では、作業機構の回転対偶
部に挿入されたピン２７と、そのピン２７に取付けるプリズム５と治具６を示している。
この場合、作業機構の各回転対偶部にテーパ穴２８を設け、治具はそのテーパ穴２８に嵌
合する円すい部６１とマグネット６２を備えることで、各回転対偶部の回転軸上に容易か
つ精度良くプリズム５を取付けることができる。なお、マーカ４やプリズム取付治具６の
構成は本実施形態に示すものに限るものではなく、同等の機能を有していればよいことは
言うまでもない。
【００４８】
　本実施形態の油圧ショベルの較正方法は、次のような特徴を持つ。まず、油圧ショベル
１の作業機構を動かす必要が無いため、狭い空間での較正作業が可能である。また、基準
姿勢に位置合わせする必要もなく、最低４回の外部計測装置３による計測を行うのみでよ
いため、これまでの方法に比べて大幅に較正作業の時間を短縮することができる。加えて
、車体や作業機構を動かすオペレータを必要としないため、外部計測装置３を用いる作業
者１名のみで容易に較正作業を実施できる。
【実施例２】
【００４９】
　本発明の第２の実施形態における較正方法について、第１の実施形態との相違点を中心
に説明する。
【００５０】
　本実施形態における油圧ショベル１では、第１バケットリンク１６ａに代えてバケット
１５にバケット傾斜センサ２３を設置し（図８中点線で示す）、点Ｐ０，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ

３に代えて点Ｐ０，Ｐ１，Ｐ４，Ｐ６の三次元位置を計測する。
【００５１】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、各傾斜センサ２１～２３の取付角度
θｍ１，θｍ２，θｍ３を較正することができる。但し、本実施形態で各傾斜センサ２１
～２３の取付角度θｍ１，θｍ２，θｍ３を演算する際に使用する式は、以下のようにな
る。ただし、Ｌｂｋｙは点Ｐ４と点Ｐ６のＹＢ軸方向距離である。
【００５２】
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【数１１】

【００５３】
【数１２】

【００５４】
　本実施形態によれば、傾斜センサ２３をバケット１５に直接設置し、点Ｐ３に代えてバ
ケット先端位置Ｐ６の三次元位置を計測することにより、バケット１５を駆動するリンク
機構の寸法情報（第１の実施形態における関数ｆ）を用いずに傾斜センサ２３の取付角度
θｍ３が求められるため、バケット傾斜センサ２３の較正精度を向上させることが可能と
なる。
【００５５】
　また、第１バケットリンク１６ａの基端側の回転軸上にある点Ｐ２に代えてアーム１４
の先端側の回転軸上にある点Ｐ４の三次元位置を計測することにより、リンクオフセット
角度θｐ２を用いずにアーム傾斜角度θａｍを求めることができるため、アーム傾斜セン
サ２２の較正精度を向上させることが可能となる。
【実施例３】
【００５６】
　図１０を用いて本発明の第３の実施形態を説明する。本実施形態が第１の実施形態と異
なる点は、４つのマーカ又はプリズムを取付治具を介して設置した点のみであり、それ以
外の構成は同様であるため、重複する部分は説明を省略する。
【００５７】
　本実施形態の特徴は、４つのマーカ又はプリズム（４つの点Ｐ０，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）
がＸＢＺＢ平面（又はブーム１３の回動平面）と平行な同一平面上に配置されるように構
成した点にある。このように構成するために、本実施形態では上部旋回体１１とブーム１
３との回転対偶部の回転軸上、ブーム１３とアーム１４との回転対偶部の回転軸上、アー
ム１４とバケットリンク１６ａとの回転対偶部の回転軸上、バケットリンク１６ａとバケ
ットシリンダ１９との回転対偶部の回転軸上のそれぞれに、取付治具６ａ，６ｂ，６ｃ，
６ｄを介してマーカ又はプリズムを設置している。
【００５８】
　取付治具６ａのＹＢ軸上の長さをＬｘとすると、取付治具６ｂのＹＢ軸上の長さはＬｘ

＋Ｌｂｍｙ、取付治具６ｃのＹＢ軸上の長さはＬｘ＋Ｌｐ２ｙ、取付治具６ｄのＹＢ軸上
の長さはＬｘ＋Ｌｂｋｌｙとなる。このように構成することにより、作業機構の点Ｐ０に
対する点Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３のＹＢ軸方向のオフセットＬｂｍｙ，Ｌｐ２ｙ，Ｌｂｋｌｙが
全て０となるため、計算が容易になるだけでなく、外部計測装置３での計測値である各部
の三次元位置から寸法値Ｌｂｍ，Ｌｐ２，Ｌｂｋｌも下記の式にて得られる。
【００５９】
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【数１３】

【００６０】
　ブーム角度θｂｍ、アーム角度θａｍ、バケットリンク角度θｂｌｋは次式によって得
られる。
【００６１】
【数１４】

【００６２】
　上記の演算結果を基に、第１の実施形態で説明した方法により各傾斜センサ２１～２３
の較正が可能となる。
【００６３】
　本実施形態によれば、４つの点Ｐ０，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３の三次元位置から実機の作業機
構の各部寸法Ｌｂｍ，Ｌｐ２，Ｌｂｋｌが得られるため、製造誤差等の影響が考慮された
より精度の高い較正が可能となる。また、較正の際に得られた実機の作業機構の各部寸法
Ｌｂｍ，Ｌｂｋｌの値を保持しておき、以降のバケット先端位置Ｐ６の演算にも使用する
ことにより、バケット先端位置Ｐ６の演算精度を向上させることも可能となる。
【００６４】
　以上、本発明の実施の形態について詳述したが、本発明は、上記した実施形態に限定さ
れるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施形態は、本発明を分
かり易く説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備え
るものに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成の一
部を加えることも可能であり、ある実施形態の構成の一部を削除し、あるいは、他の実施
形態の一部と置き換えることも可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１…油圧ショベル（建設機械）、１１…上部旋回体（車体）、１２…下部走行体、１３
…ブーム（第１稼動部）、１４…アーム（第２稼動部）、１５…バケット（第３稼動部（
本体部））、１６ａ…第１バケットリンク（第３稼動部（第１連結部））、１６ｂ…第２
バケットリンク（第３稼動部（第２連結部））、１７…ブームシリンダ、１８…アームシ
リンダ、１９…バケットシリンダ、２１…ブーム傾斜センサ（第１角度検出部）、２２…
アーム傾斜センサ（第２角度検出部）、２３…バケット傾斜センサ（第３角度検出部）、
２４…車体傾斜センサ、２５…演算装置、２６…モニタ、２７…ピン、２８…テーパ穴、
３…外部計測装置、４…マーカ、５…プリズム、６…治具、６１…円すい部、６２…マグ
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